
通常過誤と同月過誤の申立時系列図 

例：本来９，０００円の請求を１０，０００円で請求し、支払が決定している場合 

 

      【通常の過誤申立】                        【同月過誤による申立】 

１月

２月

３月

４月

事業所 

事業所 山口市 国保連 

過誤申立過誤申立過誤申立過誤申立    

１月１５日 

までに提出 

１月審査分

として処理 

事業所 山口市 国保連 

過誤申立過誤申立過誤申立過誤申立    

１月２５日

までに提出 

２月審査分

として処理 

国保連 

山口市 

過誤決定過誤決定過誤決定過誤決定    

通通通通    知知知知    

（１０日頃） 

事業所 国保連 

２月１０日までに再請求 

9,0009,0009,0009,000 円の請求円の請求円の請求円の請求    

(１月利用分と同時請求) 

２月審査分

として処理 

事業所 国保連 

３月審査分

として処理 

３月１０日までに再請求 

9,0009,0009,0009,000 円の請求円の請求円の請求円の請求    

(２月利用分と同時請求) 

国保連 事業所 

３月末に精算 

----10,00010,00010,00010,000 円円円円と 9,0009,0009,0009,000 円円円円の支給の支給の支給の支給    

（（（（3333 月末支払月末支払月末支払月末支払分から分から分から分から----1111,000,000,000,000 円）円）円）円） 
同月審査と

なることで、

過誤額と本

来額が相殺

される 

２月末支払分

から 10,00010,00010,00010,000

円が引き去ら円が引き去ら円が引き去ら円が引き去ら

れて支給れて支給れて支給れて支給 

 

国保連 事業所 

４月末に支払い 

9,0009,0009,0009,000 円の支給円の支給円の支給円の支給    


